
 

●福島県教育委員会との協議結果を踏まえた対応 

旧小高商業高等学校敷地区間について、今回の見直し地区から除外し、今回除外した箇

所については、市として、今後、旧小高商業高等学校敷地の跡地利用決定後、必要に応じ

て見直しを検討する。 

 

小高区の用途地域見直し（素案）との新旧対照図 
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修正案 

第一種住居地域 

 －２．４ha 

第一種中高層住居 

専用地域 

－０．４ha 

準工業地域 

 ＋２．８ha 

 

修正内容：旧小高商業高等学校敷地区間を除く 

第一種住居地域 

 －２．７ha 

第一種中高層住居 

専用地域 

－０．４ha 

準工業地域 

 ＋３．１ha 

 

素案 


